
１．事業概要

（１）

① 給　水

② 施　設　

③ 料　金

＜料金表＞

事業の現況

団 体 名 ：

事 業 名 ：

有 収 水 量 密 度

太宰府市

太宰府市水道事業

計 画 期 間 ：

浄水場内　　4池
高所配水池　6池

管 路 延 長

供 用 開 始 年 月 日
昭和41年10月 1日（一部）
昭和42年 4月 1日（全面）

水 源

用途・水量 金額

太宰府市水道事業経営戦略

臨時用

※用途別料金制を採用。別途メーター使用料を徴収する。
　使用料体系は使用水量の増加に応じて単価が上昇する累進逓増性を採用している。

家事用

31～40 

41～50 

51～100 

101 以上

297円

352円

374円

407円

超過料金

176円

198円

220円

6～10 

11～15 

16～20 

口径

16mm以下

20・25mm以下

30・40mm以下

令和6年度末現在（消費税含む。）

1 あたり 407円

75mm以下

100mm以上 管理者が定める額

1,155円275円21～30 

事業用 1,760円

50mm以下

計 画 給 水 人 口

現 在 給 水 人 口
法 適 （ 全 部 ・ 財 務 ）
・ 非 適 の 区 分

昭和43年 4月 1日（全適）

平成22年10月1日

66円

99円

料 金 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

198円

660円

基本料金
(～5 )

１か月につき

施 設 数

施 設 能 力

メーター使用料

料 金 改 定 年 月 日
（消費税のみの改定は含

策 定 日 ：

□　表流水　 　ダム　□　伏流水　 地下水　 　受水　□　その他

浄水場設置数

配水池設置数

2

施 設 利 用 率

約337千ｍ（令和6年度末）

約65.66％（令和6年度末）24,500 ／日

平成３１年 3 月（令和 8 年 3 月 改定）

令和元年度（平成31年度）　～　令和 10 年度

65,200人

61,026人（令和6年度末）

3.43千 ／ha

区分

金額935円

- 1 -



④ 組　織

（２）

（３）経営比較分析表等を活用した現状分析
※　直近の経営比較分析表（「公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について）（公営企業三課室長通知）」による経営比較分析

事業運営組織

・料金回収率
　経常費用の増加に伴う給水原価の上昇により数値が低下傾向にある。

・有収率
　管路の老朽化もあり、漏水量が増加し数値が低下傾向にある。

これまでの主な経営健全化の取組

・民間委託
　平成11年 浄水場業務一部民間委託により職員数5名減
　平成14年 浄水場業務民間委託拡大（監視システムによる監視）により職員数3名減
　平成23年 水道メーター検針及び点検業務民間委託

・普及率向上
　平成14年 給水規制全面解除
　平成22年 水道加入負担金減額による普及促進（3年間）
　平成25年 水道加入負担金減額による普及促進延長（平成28年3月末まで）

・収納率向上
　平成23年 コンビニ収納導入
　令和 4年 スマートフォン決済導入
　令和 5年 こうふりネット（インターネット上での口座振替手続き）の導入

・広域化の検討
　福岡都市圏市水道の在り方検討ＷＧへの参画

・その他
　平成23年 水道メーター検針を毎月実施から隔月実施に変更
　平成30年 資金運用方針を改定し投資有価証券による長期資金運用開始

・経常収支比率
　浄水施設の更新等による経常費用（減価償却費、資産減耗費等）の増加により数値が低下傾向にある。

職員数 12人

都市整備部

※併任

上下水道課

1名（1名）

経営管理係

4名（2名）

料金係

5名（1名）

上下水道施設課

1名（0名）

施設係

7名（4名）

業務係

7名（4名）

※上下水道事業の人数（カッコ内は水道事業の人数）

100%

110%

120%

130%

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

経常収支比率

太宰府市 類団平均

90%

100%

110%

120%

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

料金回収率

太宰府市 類団平均

80%

85%

90%

95%

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

有収率

太宰府市 類団平均
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２．将来の事業環境

（１）

（２）

（３）料金収入の見通し

水需要の予測

太宰府市では、令和7年3月に「太宰府市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン」を改定し、国立社会保障・人口問題研究所（社人研）と本市
独自設定の２つの将来人口推計を示している。本経営戦略の目的である経営の健全化達成のため、低位推計の社人研の将来人口推計（令和5年推
計）を採用し、給水人口は人口予測に水道普及率を乗じることにより算出している。

社人研推計によると、本市の総人口は2020年をピークに、緩やかに減少していくと予測されており、今後10年間はわずかな減少が続く見込み
である。

一方で、本市の給水普及率は、過去慢性的な水不足により、一定規模の開発団地や集合住宅に対して給水規制政策を実施せざるを得ない状況
であったことから、全国の類似平均団体よりも低い値となっている。このため、給水人口は当面の間、加入促進により微増していくと予測して
いる。

　水需要の予測に当たっては、給水人口、一人当たり使用水量などを基に推計を行っている。
　一人当たり使用水量は節水機器の普及・性能向上もあり減少傾向にあるが、給水人口の増加に伴い、有収水量も微増傾向と予測している。

　一人当たりの使用水量は節水機器の普及・性能向上もあり微減傾向にあるが、給水人口の増加に伴い、有収水量も微増傾向と予測している。
これに伴い、給水収益も緩やかに増加していくと予測している。なお、料金体系の変更は考慮せず、現行の料金水準で予測を行っている。

給水人口の予測

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10

（億円）
給水収益の予測

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

7.5

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10

（万人） 人口と給水人口の予測

人口 給水人口
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（万 ） 有収水量の予測

実績 予測

実績 予測

実績 予測

※R2は新型コロナウイルス対策減免額を含む。
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（４）

（５）

３．経営の基本方針

大佐野浄水場 浄水施設の耐震化率

　職員数は令和7年4月現在、12人となっている。
　施設の維持管理・更新や健全な事業経営に必要な職員数を確保するため、現行の人数を維持することを想定している。
　専門的な知識や技術を蓄積・承継していくためにも、人材の確保・育成に努める。

【管路の見通し】
　昭和50年代後半～平成初期に積極的に整備が進められた管路が耐用年数を迎えてきており、計画期間の最終年度である令和10年度に約130kmの
管路が法定耐用年数（40年）超過となる。また計画期間後の10年間に法定耐用年数を迎える管路が約120kmあり、急速に管路の老朽化が進むう
え、その多くが非耐震管である。
　そのため、今後も老朽管の更新を計画的に進め、有収率や耐震化率の向上を図っていく必要がある。

【浄水場の見通し】
　災害発生時等を想定し、松川浄水場、大佐野浄水場の2か所の体制を当面維持する。
　・松川浄水場
　　令和4年度　老朽化していた1系統の施設更新工事を実施。
　　令和5年度　耐震補強工事を実施。
　・大佐野浄水場
　　大規模改修から約20年経過しており、施設点検や耐震診断（一部は耐震化済）を行いながら計画的に施設の長寿命化を図る。

施設の見通し

令和5年度

11.90% 47.60%

　【持続】【安全】【強靭】の観点から、安心、安全で良質な水を、そして渇水や災害の時にも安定して水が送り届けられるよう、本市水道の
あるべき姿を「～安心・安全で安定した信頼される水道～」とする。
【持続】
　・健全経営の持続
　　支出を抑制し安定した収入を確保していく。
　・水道の普及促進
　　水量・水圧に問題が生じないよう配水管網の整備を行いつつ、令和15年度までに水道普及率を90％まで向上させるよう促進に努める。
　・アセットマネジメントの実践
　　施設の維持、修繕による延命化や優先順位を考慮した更新など、事業費縮減・平準化を行い、効率的かつ効果的に水道施設を管理運営して
　　いく。
【安全】
　・水安全計画の運用
　　水安全計画（令和5年度策定）を適切に運用していく。
【強靭】
　・老朽化施設の更新
　　機能診断や適切な維持管理による延命化を図りつつ、更新計画を立案した上で計画的な更新を行う。
　　小規模施設の更新にあたっては、隣接する施設を統合するなど更新及び維持管理の効率化を検討していく。
　　漏水調査を計画的に実施し、漏水を防止していく。
　・地震対策の推進
　　管路の計画的な耐震対策を進める。
　　災害時など避難所等の給水拠点への配水を継続するため、上下水道耐震化計画（令和6年度策定）に基づき耐震化を進めていく。
　・危機管理対策の強化
　　非常事態へ的確に対処するため、危機管理等マニュアルに従った訓練を実施していく。

令和5年度耐震化済

組織の見通し

【その他施設の見通し】
　点在している高所配水池、受水槽等について、計画的に統廃合を実施する。
　現在、配水池等の統廃合について基本計画の検討を進めており、将来的な水需要、費用対効果を十分考慮しながら多角的な計画を策定してい
く。

松川浄水場 2系 平成11年耐震化済

令和元年度松川浄水場 1系

一部施設耐震化済
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年度別管路延長

法定耐用年数超
計画期間後10年間で

法定耐用年数超
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４．投資・財政計画（収支計画）

目 標

・浄水施設及び送配水施設の更新・耐震化を進める。
　重要施設に接続する配水管の耐震管率：令和11年度 73％（令和5年度 66％）　※上下水道耐震化計画より

・老朽管路の更新及び耐震化を進める。
　管路更新率：令和10年度 1.0%（令和5年度 0.71%）

整備方針及び本計画期間中の予定事業

　災害発生時等を想定し、松川浄水場、大佐野浄水場の２か所の体制を当面維持するが、水需要の変化等を勘案し、適宜体制についての再
検討を行う。
　施設の更新については長寿命化を基本とする。

【令和7年度～令和10年度の予定事業】　約3.0億円
　松川浄水場について令和3～5年度に設備更新（1系施設）及び耐震化実施済み。
　今後、中央監視装置等の更新を行う。
　耐震化計画に基づき、急所施設である大佐野浄水場の耐震診断を実施する。

（１）投資・財政計画（収支計画）： 別紙のとおり

◆浄水場

　多数存在する小規模施設（配水池・ポンプ・受水槽）の整理統合について検討を進め、令和10年度を目途に方針を決定する。
　老朽化した配水池等の更新は重要度・危険度に応じ優先順位を付け計画的に行う。

【令和7年度～令和10年度の予定事業】　約3.3億円
　老朽化が進んでいる水城配水池の更新について令和5年度に設計を行い、令和7～10年度に工事を実施する。

◆配水池・受水槽等

◆管路

　管路が担う役割に応じた整備の視点や経年変化、また漏水発生頻度を考慮し、老朽管の布設替を行う。
　耐震化計画に基づき、国庫補助金を積極的に活用しながら、避難所などの重要施設に接続する配水管の耐震化を実施する。
　軌道下の配水管については、管路事故等の発生時に早期の復旧が困難であるため、重要管路と位置づけ、軌道横断管路更新計画に基づき
布設替を実施する。

【令和7年度～令和10年度の予定事業】　約21.5億円
　アセットマネジメントの手法を活用し、令和7～8年度に令和11年度以降の管路更新計画を策定する。
　現行の管路更新計画や耐震化計画に基づき、老朽管（軌道下含む。）布設替、耐震化を実施する。

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

①　収支計画のうち投資についての説明
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③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

目 標

　経費の抑制を行い、利益の確保に努め、健全経営の維持を図る。
　既存施設の更新に必要な建設改良に充当するため、適宜企業債借入を行うが、国庫補助金等を積極的に活用
し、借入額の圧縮を図っていく。
　資金運用について、安全性を担保しながら積極的に行う。

【経常収支比率目標値】　令和10年度 100.3%（令和6年度 111.71%）
【料金回収率目標値】 令和10年度　100％以上（令和6年度　103.62％）

②　収支計画のうち財源についての説明

　本計画期間中、人件費や物価の上昇、老朽化施設の更新に伴う減価償却費の増加により、経常収支比率は低下していくものの、計画最終年度
（令和10年度）は100%を上回る見込みである。しかし、料金回収率は令和7年度以降100%を下回る可能性があり、100％以上を保つためにも経費
節減に努める。本計画期間後の経営状況悪化に備え、料金改定について検討を始める必要がある。適切な料金改定を実施するためにも、情報収
集、収支計画の策定、情報発信に努めていく。

※令和7年度～令和10年度の見込
・料金収入　約45.7億円
　人口減少、一人当たり使用水量は減少傾向にあるが、普及率の向上に伴い、料金収入は微増を見込んでいる。

・その他の収益（受託料、加入負担金、利息収入など）　約3.4億円
　下水道使用料徴収事務受託料は人件費の増等に伴い増加傾向と見込んでいる。
　加入負担金は減少傾向と見込んでいる。
　資金運用について、資金需要から短期債券等による運用を積極的に行う。利息収入は金利上昇に伴い増加を見込んでいる。
 
・企業債　約7.6億円
　建設改良（老朽管更新・管路耐震化・既存施設の更新等）に充当する財源として、企業債を発行する。

・一般会計出資金　約4.0億円
　平成30年度から安全対策事業出資金を用いて事業を実施している。今後も可能なかぎり活用しながら事業を推進する。

・国庫補助金　約0.4億円
　耐震化計画に基づく急所施設や基幹管路の耐震化について国庫補助金を積極的に活用する。

・職員給与費は2.0％の上昇を見込み、職員数の変動はないものとしている。

・その他経費については、過去5年間の物価上昇等を考慮し、年約1.5％の増を見込む。
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（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　投資の合理化、費用の見直しについての検討状況等

②　財源についての検討状況等

５．経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

企 業 債

　ウォーターPPPについて、先行事例などの情報収集を行い、導入を検討していく。

　計画期間後も配水池の更新や老朽管の更新に多大な建設改良費が必要であるが、可能な限り投資
の平準化を図れるよう、計画的に更新を進めていく。

　毎年度、決算における各指標の分析を行い、経営状況の把握を進める。
　投資（建設改良）については、毎年度中期的な実施計画を策定し見直しを行う。
　これらの情報を基に、概ね5年ごとに経営戦略の見直しを行っていく。

施 設 ・ 設 備 の 廃 止 ・ 統 合
（ ダ ウ ン サ イ ジ ン グ ）

　配水池等の統廃合について検討を進めている。

施 設 ・ 設 備 の 合 理 化
（ ス ペ ッ ク ダ ウ ン ）

　なし。

料 金

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
改 定 等 に 関 す る 事 項

資産の有効活用等（*2）による
収 入 増 加 の 取 組

そ の 他 の 取 組 　他市町村の先行事例を参考に、本市で実現可能な取り組みについて検討していく。

　令和6年度末現在高は約8億円だが、今後、建設改良の財源として発行額が増加していくと見込ん
でおり、民間資金の活用など利息負担の軽減を図っていきたい。

　繰出基準に則り、一般会計と協議を進めていく。

　福岡県において令和5年度に策定された「福岡県水道広域化推進プラン」において、本市を含む福
岡圏域の広域化については、他の圏域に比べ比較的経営環境の変化が緩やかであり、長期的な視点
で経営基盤の強化に向けた検討を進めることが重要とされている。
　しかしながら、本市においても施設更新等は今後の水道事業の在り方を踏まえて行うべきであ
り、広域化の必要性は高いと考えていることから、福岡県や近隣市町と連携しながら検討を進めて
いきたい。

広 域 化

　基本的に4年サイクルで料金水準の検討を行っている。
　近年の物価上昇から今後の維持管理にかかる費用が増加していくことを踏まえ、今後も資産維持
のための純利益を計上することを目標に、料金改定について検討を行う。

民間の資金・ノウハウ等の活用
（ PPP/PFI 等 の 導 入 等 ）

ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト の 充 実
（ 施 設 ・ 設 備 の 長 寿 命 化 等
に よ る 投 資 の 平 準 化 ）

　未稼働資産の売却による維持管理費の削減やその他有効利用を含めた検討を行っていく。
　資金運用についても、引き続き安全性を担保しながら積極的に行っていく。

そ の 他 の 取 組 　他市町村の先行事例を参考に、本市で実現可能な取り組みについて検討していく。

繰 入 金

- 7 -



様式第2号（法適用企業・収益的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）

年　　　　　　度

区　　　　　　分

１． (A) 1,129,585 1,132,201 1,128,800 1,130,259 1,123,849 1,144,050 1,135,067 1,127,333 1,158,084 1,172,375 1,178,188 1,188,888 1,199,617
(1) 1,103,366 1,112,405 1,107,970 1,109,269 1,108,734 1,121,692 1,111,894 1,117,566 1,133,311 1,138,549 1,140,070 1,145,770 1,151,499
(2) (B)
(3) 26,219 19,796 20,830 20,990 15,115 22,358 23,173 9,767 24,773 33,826 38,118 43,118 48,118

２． 231,745 224,373 242,851 207,812 227,171 258,237 247,811 219,661 211,482 184,922 169,600 166,004 161,770
(1) 440 24,202

440 24,202

(2) 170,402 163,342 160,389 155,362 150,276 147,110 148,135 132,711 132,306 130,662 124,505 122,262 119,340
(3) 60,903 61,031 82,462 52,450 52,693 111,127 99,676 86,950 79,176 54,260 45,095 43,742 42,430

(C) 1,361,330 1,356,574 1,371,651 1,338,071 1,351,020 1,402,287 1,382,878 1,346,994 1,369,566 1,357,297 1,347,788 1,354,892 1,361,387
１． 1,088,183 1,091,679 1,146,315 1,146,823 1,148,270 1,151,948 1,205,557 1,217,072 1,216,866 1,300,203 1,282,573 1,299,462 1,326,577
(1) 38,659 38,271 39,145 32,768 41,675 34,489 30,871 32,129 34,363 33,591 39,021 39,802 40,598

22,144 21,746 21,651 19,061 24,180 21,764 17,621 16,877 16,364 14,429 17,027 17,368 17,715

16,515 16,525 17,494 13,707 17,495 12,725 13,250 15,252 17,999 19,162 21,994 22,434 22,883
(2) 672,512 677,132 733,845 740,662 731,871 743,653 817,253 790,669 783,515 859,242 819,596 831,885 844,356

21,835 23,488 23,785 24,526 23,020 23,929 28,419 24,507 27,359 30,981 32,157 32,639 33,129
21,348 23,938 30,046 31,484 32,679 37,612 37,626 42,288 42,589 44,991 46,967 47,672 48,387

77 445 123 374 90 461 45 2,481 226 498 500 500
629,252 629,261 679,891 684,278 676,082 681,651 751,208 723,829 711,086 783,044 739,974 751,074 762,340

(3) 377,012 376,276 373,325 373,393 374,724 373,806 357,433 394,274 398,988 407,370 423,956 427,775 441,623
２． 24,247 22,123 19,639 17,233 14,723 12,200 9,797 10,038 9,165 10,239 15,867 22,707 29,549
(1) 23,987 21,728 19,417 17,053 14,635 12,160 9,669 9,662 8,954 10,232 15,107 22,507 29,349
(2) 260 395 222 180 88 40 128 376 211 7 760 200 200

(D) 1,112,430 1,113,802 1,165,954 1,164,056 1,162,993 1,164,148 1,215,354 1,227,110 1,226,031 1,310,442 1,298,440 1,322,169 1,356,126
(E) 248,900 242,772 205,697 174,015 188,027 238,139 167,524 119,884 143,535 46,855 49,348 32,723 5,261
(F)
(G) 70 74 910 33 280 731 40 13 25 392 182 50 50
(H) △ 70 △ 74 △ 910 △ 33 △ 280 △ 731 △ 40 △ 13 △ 25 △ 392 △ 182 △ 50 △ 50

248,830 242,698 204,787 173,982 187,747 237,408 167,484 119,871 143,510 46,463 49,166 32,673 5,211
(I) 1,183,553 1,177,421 1,139,510 1,108,705 1,122,470 1,172,131 1,531,796 1,054,594 1,065,393 1,089,197 971,049 908,093 831,465
(J) 2,533,800 2,367,341 2,175,670 2,171,428 2,129,014 2,177,175 1,758,362 1,844,508 1,939,614 1,774,363 1,886,393 1,735,378 1,694,016

140,503 144,912 174,911 177,429 157,376 132,947 244,084 176,654 183,214 137,270 154,593 170,226 170,226
(K) 511,421 425,338 401,821 439,409 412,379 314,275 323,029 432,970 487,279 454,971 487,203 415,831 397,394

119,597 121,908 124,272 126,691 129,165 118,858 105,559 113,253 112,848 104,101 84,493 61,665 43,228

314,194 226,395 198,782 232,387 207,274 113,139 146,598 175,667 223,058 199,575 251,415 204,166 204,166
( I )

(A)-(B)

(L)

(M) 1,129,585 1,132,201 1,128,800 1,130,259 1,123,849 1,144,050 1,135,067 1,127,333 1,158,084 1,172,375 1,178,188 1,188,888 1,199,617

(N)

(O)

(P) 1,129,585 1,132,201 1,128,800 1,130,259 1,123,849 1,144,050 1,135,067 1,127,333 1,158,084 1,172,375 1,178,188 1,188,888 1,199,617

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模

健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

地方財政法施行令第15条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)
地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額

う ち 建 設 改 良 費 分
う ち 一 時 借 入 金
う ち 未 払 金

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ）

流 動 負 債

支 出 計
経 常 損 益 (C)-(D)

特 別 利 益
特 別 損 失
特 別 損 益 (F)-(G)

収

益

的

収

支

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金
流 動 資 産

う ち 未 収 金

収

益

的

収

入

材 料 費

収

益

的

支

出

営 業 費 用
職 員 給 与 費

基 本 給
退 職 給 付 費
そ の 他

経 費
動 力 費
修 繕 費

支 払 利 息
そ の 他

収 入 計
そ の 他

そ の 他
減 価 償 却 費

営 業 外 費 用

令和5年度
（決算）

補 助 金
他 会 計 補 助 金
そ の 他 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入

平成28年
（決算）

平成29年
（決算）

令和10年度

営 業 外 収 益

料 金 収 入
受 託 工 事 収 益
そ の 他

平成30年
（決算）

営 業 収 益

令和元年度
（決算）

令和6年度
（決算）

令和7年度
（決算見込）

令和8年度 令和9年度
令和2年度

（決算）
令和3年度

（決算）
令和4年度

（決算）



様式第2号（法適用企業・資本的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円）
年　　　　　度

区　　　　　分

１． 336,800 100,000 156,000 190,000 220,000 200,000 150,000

２． 15,600 8,100 10,300 1,300 26,100 60,700 76,300 52,700 120,100 102,600 105,900

３．

４． 4,763 1,993 1,608 1,720 3,770 3,072 662 2,935 5,273 3,223 3,531 3,000 3,000

５．

６． 16,908 30,250 29,912 11,269 1,350 2,122 3,000 21,000 25,834

７．

８． 1,998 970 23,986 67,614

９．

(A) 6,761 19,871 47,458 39,732 25,339 4,372 364,912 165,757 237,573 269,909 414,245 326,600 284,734

(B)

(C) 6,761 19,871 47,458 39,732 25,339 4,372 364,912 165,757 237,573 269,909 414,245 326,600 284,734

１． 350,120 347,897 340,329 379,891 353,463 222,379 1,245,107 514,919 551,221 739,376 771,107 831,358 691,975

34,936 35,045 34,024 29,483 35,187 35,401 37,200 36,223 42,303 49,925 51,724 52,758 53,813

２． 117,337 119,597 121,908 124,272 126,691 129,165 118,858 105,559 113,253 112,848 104,101 84,493 61,665

３．

４．

５． 100,000 200,000 3,493 2,719

(D) 467,457 567,494 662,237 507,656 482,873 351,544 1,363,965 620,478 664,474 852,224 875,208 915,851 753,640

(E) 460,696 547,623 614,779 467,924 457,534 347,172 999,053 454,721 426,901 582,315 460,963 589,251 468,906

１． 437,544 524,711 592,588 437,260 429,220 330,607 459,868 411,430 381,100 420,764 356,048 477,066 383,780

２． 429,589 120,850 46,463 49,166 32,673

３．

４． 23,152 22,912 22,191 30,664 28,314 16,565 109,596 43,291 45,801 40,701 58,452 63,019 52,453

(F) 460,696 547,623 614,779 467,924 457,534 347,172 999,053 454,721 426,901 582,315 460,963 589,251 468,906

(G)

(H) 1,170,093 1,050,496 928,588 804,316 677,626 548,461 766,403 760,844 803,591 880,743 996,642 1,112,149 1,200,484

○他会計繰入金 （単位：千円）
年　　　　　度

区　　　　　分

2,265 2,320 53

1,825 2,320 53

440

4,763 1,993 17,208 9,820 14,070 4,372 26,762 63,635 81,573 55,923 123,631 105,600 108,900

4,763 1,993 17,208 9,820 14,070 4,372 26,762 63,635 81,573 55,923 123,631 105,600 108,900

7,028 4,313 17,208 9,820 14,070 4,425 26,762 63,635 81,573 55,923 123,631 105,600 108,900

令和10年度

令和１０年度

平成28年
（決算）

平成29年
（決算）

平成28年 平成29年

令和9年度
令和元年度

（決算）
令和2年度

（決算）
令和3年度

（決算）
令和4年度

（決算）
令和5年度

（決算）

令和９年度令和３年度 令和４年度 令和５年度

そ の 他

令和6年度
（決算）

令和7年度
（決算見込）

令和8年度

他 会 計 負 担 金

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

平成30年
（決算）

純 計 (A)-(B)

資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

資

本

的

収

入

そ の 他

計

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

計

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

令和８年度

資

本

的

収

支

補  財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

補

 

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

令和２年度

う ち 基 準 内 繰 入 金

令和６年度 令和７年度令和元年度平成30年度

収 益 的 収 支 分



経営比較分析表（令和6年度決算）
福岡県　太宰府市

業務名 業種名 事業名 類似団体区分 管理者の情報 人口（人） 面積(km
2
) 人口密度(人/km

2
) グラフ凡例

法適用 水道事業 末端給水事業 A4 非設置 71,566 29.60 2,417.77 ■ 当該団体値（当該値）

資金不足比率(％) 自己資本構成比率(％) 普及率(％) 1か月20ｍ
3
当たり家庭料金(円) 現在給水人口(人) 給水区域面積(km

2
) 給水人口密度(人/km

2
) － 類似団体平均値（平均値）

現時点において収支バランスはとれており経営は一
見健全に見えるものの、施設の老朽化に伴う更新に
かかる財源の確保が大きな課題となっています。
　近年の物価高騰・人件費の上昇に伴い経費の増加
が見込まれ、しかるべき時期には料金を引き上げざ
るを得ない状況との見通しがあることなど、将来的
な不安要素も見えている状況にあることから、経営
意識を高め、適切な事業運営の推進に努めていく必
要があります。

3,901.92 【】 令和6年度全国平均

分析欄

1. 経営の健全性・効率性 1. 経営の健全性・効率性について

- 90.64 85.42 3,971 61,026

全体総括

15.64

経常収支比率は100％以上を維持しており、経営状
態は健全といえます。
　一方、本市は自己水源に恵まれないなどの地理的
条件等により費用が高くなる傾向があり、給水原価
が類似団体平均値よりも高くなっています。令和６
年度は有収水量の伸びによって一時的に給水原価が
下がっているものの、今後も受水費の減免期間終了
や物価・人件費の上昇に伴って費用の増加が見込ま
れ、給水原価が高くなる可能性があるため、さらな
る経費削減に努める必要があります。

2. 老朽化の状況について

本市の水道事業は、昭和38年度に事業を創設してか
ら60年経過し、施設の更新時期を迎えております。
　管路については、老朽管の更新及び耐震化工事を
進めており、浄水場の大規模改修を行った令和４年
度を除き、徐々に管路更新率は上昇しています。た
だし、管路の経年化は今後も進んでいくことから、
計画的に更新を進めていく必要があります。

2. 老朽化の状況

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 0.41 0.45 0.34 0.71 0.83

平均値 0.60 0.56 0.60 0.53 0.54

100.00

105.00

110.00

115.00

120.00

125.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 116.17 120.46 113.78 109.77 111.71

平均値 110.91 111.49 109.09 109.05 107.61

46.00

47.00

48.00

49.00

50.00

51.00

52.00

53.00

54.00

55.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 52.94 54.32 52.53 53.05 53.26

平均値 49.20 50.01 50.99 51.79 52.02

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 11.41 13.67 18.03 21.24 24.91

平均値 18.33 20.27 21.69 23.19 24.61

①経常収支比率(％)

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

平均値 0.92 0.87 0.93 1.02 1.24

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 516.28 692.76 544.34 426.01 398.05

平均値 350.79 354.57 357.74 344.88 326.02

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 61.12 48.90 68.93 68.08 70.91

平均値 322.92 303.46 307.28 304.02 300.54

92.00

94.00

96.00

98.00

100.00

102.00

104.00

106.00

108.00

110.00

112.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 109.48 110.29 104.19 102.12 103.62

平均値 100.85 103.79 98.30 98.89 99.25

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 188.09 189.90 201.38 206.12 203.86

平均値 167.10 167.86 173.68 174.52 178.92

54.00

56.00

58.00

60.00

62.00

64.00

66.00

68.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 64.10 63.83 63.81 64.68 65.66

平均値 59.91 59.40 59.24 58.77 59.17

82.00

84.00

86.00

88.00

90.00

92.00

94.00

96.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 93.94 93.82 92.88 91.55 91.37

平均値 87.26 87.57 87.26 86.95 86.58

②累積欠損金比率(％) ③流動比率(％) ④企業債残高対給水収益比率(％)

⑤料金回収率(％) ⑥給水原価(円) ⑦施設利用率(％) ⑧有収率(％)

①有形固定資産減価償却率(％) ②管路経年化率(％) ③管路更新率(％)

【107.26】 【1.61】 【239.69】 【264.86】

【89.21】【60.21】【181.66】【97.59】

【52.41】 【26.78】 【0.59】


